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固定価格買取制度（FIT）・FIP制度を利用しない 

自家消費型 太陽光発電・蓄電設備設置補助 
自家消費型とは太陽光発電量のうち個人は30％、中小企業等は50％以上使用することを指します 

令和８年度“一関市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業費補助金”のご案内 

１ 申請期間  令和８年４月１日（水）～令和８年11月30日（月） 

【厳守】施工・支払完了 令和９年２月28日（日）／当市への請求書締切 令和９年３月８日（月）

２ 予算額   27,021千円 ※予算に達し次第終了となりますのでご了承ください 

３ 交付対象者 

次の表のいずれかに該当する個人及び中小企業者等で、一関市暴力団等排除措置要綱（平成

28年一関市告示第69号）第２第６号に規定する排除措置対象者でないもの。 

個人 

※市の住民基本台帳に記

録されている者

①自ら居住する市内の住宅又は当該住宅の敷地に再生可能エネルギー設備を 

設置すること。 

②市内または隣接する市町村（陸前高田市、奥州市、平泉町、住田町、気仙沼市、

登米市、栗原市、東成瀬村。以下、「隣接市町」という。）に本店、支店、営

業所等（以下「本店等」という。）を有する施工業者と再生可能エネルギー設

備の設置に係る契約を締結すること。

③市税を滞納していないこと 

中小企業者等 

※中小企業基本法（昭和

38年法律第154号）第２

条第１項に規定する中小

企業者又は特定非営利活

動法人、農事組合法人、社

会福祉法人、一般社団法

人・財団法人、医療法人、

組合（生活協同組合、その

他中小企業等協同組合法

（昭和24年法律第181

号）に基づく組合等）、人

格のない社団等で、中小

企業基本法第２条第１項

各号の要件を満たす者で

す。

①市内にある事業所等又は当該事業所等の敷地に再生可能エネルギー設備を 

設置すること。 

②宗教活動又は政治活動を目的とする団体でないこと。 

③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）

第２条に規定する風俗営業を営む者でないこと。 

④市内または隣接市町村に、支店、営業所等（以下「本店等」という。）を有す

る施工業者と再生可能エネルギー設備の設置に係る契約を締結すること。

⑤市税を滞納していないこと 

＜ＰＰＡ事業者※１及びリース事業者※２の場合＞ 

上記②③⑤に加え、下記２点を満たすこと。 

⑥市内または隣接市町村に本店等を有するPPA事業者もしくはリース事業者で

あること。または、市内および隣接市町村以外に本店などを有するPPA事業者

もしくはリース事業者で、市内に本店等を有する施工業者に再生可能エネルギ

ー設備の設置について、その全部または一部を委託するものであること。

⑦個人が居住する市内の住宅若しくは当該住宅の敷地又は中小企業者等が市内 

に有する事業所等若しくは当該事業所等の敷地に再生可能エネルギー設備を 

設置する者であって、当該個人又は当該中小企業者等とオンサイトＰＰＡ又 

はリース契約を締結した者であること。 

※1 需要家に対してオンサイトＰＰＡにより電力を供給するサービスを提供する事業者。オンサイトＰＰＡとは、ＰＰ

Ａ事業者が住宅や事業所等に自家消費型太陽光発電設備等を自ら設置・所有・維持管理し、太陽光発電の電力を需要

家に供給し、需要家から電気料金として支払いを受ける契約のこと。 

※2 再生可能エネルギー設備の貸渡しを業とする事業者。ここでいうリース契約は、リース事業者が代わりに設備を購

入して需要家に使用させ、需要家から対価を回収する契約であり、契約期間中の解約が原則禁止されているもの。 
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４ 交付要件 ・未使用品（新品）であること 

       ・契約後から工事着手前の期間に申請すること 

（補助金交付決定後に工事着手してください）。 

       ・目的を同じくする他の補助金との併用はしないこと 

５ 補助対象設備 

再生可能エネルギー設備の種類 要件 

自家消費型 

太陽光発電設備 
再生可能エネルギー発電設備（再生可能エネルギー電気

の利用の促進に関する特別措置法（平成 23 年法律第

108 号）第２条第３項第１号の太陽光を利用する同法

第２条第２項に規定する再生可能エネルギー発電設備

をいう。）であって、当該再生可能エネルギー発電設備

から得た電力を住宅又は事業所等に供給し、当該住宅又

は事業所等において当該電力を消費することを目的に

設置するもの。 

①地域脱炭素移行・再エネ推進交

付金実施要領（以下、「国実施要

領」と言う。）別紙２ ２-ア-（ア）

交付要件の欄の要件を満たすこ

と。 

②自家消費型太陽光発電設備の

発電電力量を計測する機器が設

置されること（モニター等）。 

蓄電設備 自家消費型太陽光発電設備で発生させた電気を蓄え、必

要に応じて住宅又は事業所等の電気機器等に電気を供

給する定置型の設備。 

国実施要領別紙２ ２-ア-（イ）

交付要件の欄の要件を満たすこ

と。 

６ 補 助 額 

  次の表に掲げる額で、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。 

再生可能エネル

ギー設備の種類 
補助額 上限額 

自家消費型 

太陽光発電設備 

＜個人＞ 

 次のいずれか少ない額 

① 出力※１キロワット当たり７万円を乗じた額 

② 補助対象事業に要した実支出額（税抜き）

※ 太陽光発電モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンデ

ィショナーの出力と比較して出力の小さい方の出力（kW）のこと（小

数点以下切り捨て）。  

56万円

＜中小企業者等＞ 

 次のいずれか少ない額 

① 出力１キロワット当たり５万円を乗じた額 

② 補助対象事業に要した実支出額（税抜き） 
500万円
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蓄電設備 

【注意】 

自家消費型太陽

光発電設備とセ

ットが条件です

（単独補助がで

きません） 

＜個人＞ 

補助対象事業に要した実支出額（税抜き）に 

３分の１を乗じた額 

【注意】１キロワットアワー当たりの補助対象事業に要した実支出額

が15万5千円を超えるものは補助対象外 

41万3,000円

＜中小企業者等＞ 

補助対象事業に要した実支出額（税抜き）に 

３分の１を乗じた額 

【注意】１キロワットアワー当たりの補助対象事業に要した実支出額

が19万円を超えるものは補助対象外 

126万6,000

円

７ 申請書類   申請書等の様式は、市ホームページからダウンロードできます。

http://www.city.ichinoseki.iwate.jp 

         生活・環境→地球温暖化対策→再生可能エネルギー 

８ 中小企業等の範囲（中小企業基本法 第２条第１項） 

９ 「自家消費率報告書」の提出について 

この補助金の交付決定を受けて太陽光発電設備を導入した方（事業者含む）は、翌年度から5

年度分の自家消費率の報告をお願いします。 

自家消費率＝自家消費量＊÷発電量 ＊自家消費量は、この補助金で導入した太陽光発電設備で発電した電

力のうち設備設置場所で消費した電力です。発電量から売電量を除いた電力でもあります。

10 設備を法定耐用年数経過前に廃棄等を行う場合 

この事業で取得した設備を、法定耐用年数経過前に廃棄等を行う場合は、市長の承認が必要で

す。処分するに至った理由が分かる書類および写真などを添付し、様式第５号「財産処分承認申

請書」を提出してください。 法定耐用年数…太陽光発電設備17年／蓄電設備６年 

11 “一関市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業費補助金”について 

本事業は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）」の選定を

受け、令和５年度から令和９年度まで実施します。 

12 問合せ・申請先 

一関市役所 本庁 生活環境課 環境企画係 

  〒021-8501 一関市竹山町7-2 電話 0191-21-8331 

Eメール seikan@city.ichinoseki.iwate.jp 

※各支所市民福祉課の窓口でも申請書類を受付します 

業種（日本標準産業分類で定める業種） 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数

① 製造業、建設業、運輸業、その他の業種（②～④以外の業種） ３億円以下 300人以下

②　卸売業 １億円以下 100人以下

③　小売業 5,000万円以下 50人以下

④　サービス業 5,000万円以下 100人以下
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申請者 市 補足 

▶申請書の添付書類 詳細はチェックシート参照 
１ 様式２号の１「収支予算書」 
２ 工事請負契約書等（建売住宅の場合は売買契約書）の写し 
３ 補助様式 申請①「経費等内訳確認書（太陽光）」 
４ 補助様式 申請②「補助金額・自家消費率予測確認書」 
  および発電量のシミュレーションが分かる書類 
５ 見積書など設置経費の内訳が確認できる書類 
※添付書類３の根拠資料 

６ 補助様式 申請③「チェックリスト（太陽光）」 
７ 設備設置前の状況が確認できるカラー写真および住宅等の見取り図 
８ 振込口座の名義・支店名・口座番号が確認できる預金通帳等の写し 
９ ≪原本≫令和７年度分の納税証明書 
10 補助様式 申請⑦「誓約書」 
11 設備の仕様および出力等が確認できる書類 

【申請者が中小企業等の場合】 
1２ ≪原本≫履歴事項全部証明書 

※ＰＰＡまたはリース契約で中小企業者等に再生可能エネルギー設備
を導入する場合は、契約の相手方の分も含む 

13 ＜ＰＰＡ事業者またはリース事業者のみ＞ 
補助様式 申請⑧「承諾書」 

【請負契約者が市および隣接市町（陸前高田市、奥州市、平泉町、気仙沼市、登
米市、栗原市）以外の場合】 
1４ 補助様式 申請⑨「事業者報告書」 

「交付決定通知書」の受領 
＊再発行はできませんので大切に保管してください 

決定した補助金額に影響があるような工事内容等の変更が起こ

った場合 

「変更承決定通知書」の受領 

▶請求書の添付書類 詳細はチェックシート参照 
１ 様式第２号の１「収支決算書」 
２ 設備設置の状況が確認できるカラー写真 
３ 申請者が個人の場合…≪原本≫住民票の写し 
申請者が中小企業等の場合…≪原本≫不動産登記事項証明書 

４ 設備設置に要した費用の領収書等の写し 
５ ≪原本≫補助様式「領収書等の金額内訳等確認書」 
６ ＰＰＡ事業者又はリース事業者の場合は賃貸借契約書の写し 
７ 申請書に記載した口座を変更する場合は、預金通帳の写し等口座が確認
できるもの（変更ない場合は不要）。 

【太陽光発電設備】 
８ 太陽電池モジュール（太陽光パネル）の出力・製造番号が確認できる資
料 
９ 系統への接続日（又は接続希望日）がわかる資料（電力会社へ提出した
「系統連系申込書」等の写し） 
 ※系統への接続を行わない場合は提出不要 

【蓄電設備】 
 10 太陽光発電設備と直接接続されていることがわかる資料（結線図等） 

受 付 

 （本庁・各支所） 

審 査 

交付決定 

（本庁） 

受付（本庁・各支所）

↓

審 査（本庁） 

↓

受 付 

（本庁・各支所） 

審 査 

（本庁） 

補助金の支払い決定 

振込手続き 

（本庁）

市への申請

は、設置工事契

約後、工事着手

前に申請して

ください。 

 審査には１

～２週間ほど

時間がかかり

ます。 

 期間に余裕

をもって申請

ください。 

変更等の事

由が生じた日

から15日以内

に変更承認申

請書を提出し

てください。 

必要な添付

書類がそろい

次第速やかに

請求書を提出

してください。

施行完了お

よび契約相手

（請負業者）へ

の支払完了は、

令和９年２月

28 日までに行

ってください。

請求書提出

締切日【厳守】

令和９年３月

８日（月）

申請書（様式第１号） 

請求書（様式第４号） 

補助金交付 

決定通知書 

提出 

一関市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業費補助金

太陽光発電設備・蓄電設備用
申請・交付手続きの流れ

設置工事着手 

送付 

変更承認申請書(様式第３号)

収支予算書（様式第２号の２）

提出 

変更承認通知書 送付 

設置工事完了

提出 

振込


